[bookmark: _Hlk228367533][bookmark: _Hlk228368272]いわき市立美術館 食堂部分
利活用にかかる公募型プロポーザル実施要領

１　趣旨
[bookmark: _Hlk228367586]　  いわき市立美術館の食堂部分を有効に利活用して、市民へのサービス向上や地域振興が期待できる事業の展開に意欲のある事業者等を募集する。
ついては、専門性や経験、提案内容の独自性を有する事業者を選定するため、一般公募により広く企画提案を募るものとする。

２　募集内容
[bookmark: _Hlk228367700]　  いわき市立美術館食堂部分運営事業者（法人又は個人）　１者

３　貸付物件の概要
1 [bookmark: _Hlk228367730] 所在地　　いわき市平字堂根町４番地の４
2  貸付場所　　いわき市立美術館　１階北側
　　　　　　　　　　床面積　61.83㎡（うち厨房面積約35㎡）
　　　　　　　　　　収容人数　最大20名程度
3  美術館利用者数　年51,155人（令和7年度企画展観覧者数実績）

４　貸付の概要
1  運営方法
[bookmark: _Hlk188275300][bookmark: _Hlk188275533]　　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第４項及びいわき市財務規則（昭和44年いわき市規則第17号）第246条の２に基づき、行政財産の貸付により運営すること。
2  貸付期間
[bookmark: _Hlk228367790]　　　令和８年７月1日から令和10年３月31日まで（１年９カ月間）
準備が整った時点から営業開始とします。
[bookmark: _Hlk188276063]※　貸付については借地借家法（平成３年法律第90号）第38条第１項の　
規定に基づき定期建物賃貸借契約によるものとする。
3  営業時間
美術館の開館時間である午前９時30分から午後５時までの間で事業者が指定する時間。７・8月の金曜には夜間開館として午後8時まで開館する。
　　　※　美術館の休館日は、毎週月曜及び年末年始（12月28日～１月4日）。
　　　　　ただし、月曜が祝日に当たる場合は開館し翌平日を休館日とする。
　　　※　営業日及び営業時間を変更する場合には、別途、市と協議することとする。
　　　※　令和8年度は、令和9年１月18日から3月31日まで、館内長寿命化工事のため休館を予定していますが、食堂の営業は可能です。なお、休館期間中に食堂部分の空調改修工事が入る予定で、この期間は営業できません。

4  行政財産貸付料
　　ア　募集最低価格421,246円（税込・令和8年度の9カ月間の額）以上で事業提案すること。
　　イ　月割額を各月、市が指定する期日までに納入するものとする。
　　ウ　行政財産貸付料のほかに、光熱水費等の実費を別途徴収する。
　　　　【参考】現事業者の令和７年度光熱水費
（電気、ガス、水道、下水道の合計）　年額463,504円
　　　　　　　　営業時間は概ね11時から13時30分

５　事業提案の諸条件
⑴　応募資格
ア　個人の場合は引き続き市内に1年以上の住所を有すること。また、法人の場合は引き続き市内に1年以上本社を有すること。
イ　法人税又は所得税、消費税及び地方消費税並びにいわき市に納めるべき市税を完納していること。
ウ　代表者が、成年被後見人、被保佐人又は再生手続きを行っていないこと。
エ　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
オ　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者でないこと。
カ　宗教活動又は政治活動を主たる目的としない者。
キ　暴力団でない又は暴力団若しくはその構成員の統制のもとにない者。
ク　特定の公職者（その候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的としない者
⑵　提案事業（提案内容）　
　 　次の各号のいずれかに該当する事業とする。
ア　美術館利用者等へのサービス向上に繋がる事業
イ　市の文化振興、活性化に資する事業
ウ　市の観光振興に資する事業
エ　市の福祉向上に資する事業
オ　その他、市民へのサービス向上に繋がる事業
⑶　法令等の遵守
　 　提案事業内容によっては、建築基準法、消防法等の関係法令に抵触する場
合がありますので、施設整備及び事業運営にあたっては関係する法令等を遵守
してください。また、事故発生など緊急時や災害時などにおける利用者の安
全確保対策等に十分配慮してください。

６　公募型プロポーザルの方法
⑴ 参加表明書等の提出
   本プロポーザルに参加を希望する者は、次のとおり必要書類を提出すること。
　【提出書類】  ① 参加表明書（様式１）
2 暴力団等排除措置対象者照会に係る同意書（様式４）
3  法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書（発行日から３か月以内のもの）※個人の場合は住民票
4 国税及び市町村税の納税証明書（発行日から３か月以内のもので、法人は法人分及びその代表者分の２部を提出）
5 直近３期分の貸借対照表、損益計算書の写し（個人の場合は、確定申告書の写し及び収支計算書）
※ 各様式は、市ホームページからダウンロードすること。
（美術館で直接の受け取りも可能）。
【提出期限】　令和８年５月1５日（金）午後５時（必着）
【提出方法】　美術館へ持参又は郵送　
　　　　　※ 持参する場合は、開館日の午前９時30分から午後５時までとする。
⑵　プロポーザルに係る質問及び回答について
本プロポーザル参加希望者に対する説明会は開催しない。本プロポーザルに関する質問は、「プロポーザル質問書（様式２）」により、次のとおり受け付ける。
　　【提出書類】　プロポーザル質問書（様式２）
　　【提出期限】　令和８年５月８日（金）午後５時まで（必着）
　　【提出方法】　美術館へＦＡＸ又は電子メール
　　【回答方法】　質問者に係る情報を伏せたうえで、令和８年５月14日（木）
までに市公式ホームページに掲載
⑶　企画提案書等の提出について
参加表明書等による参加資格審査を通過した場合、次の書類を一連として２部（原本１部、１部は写し）提出すること。
なお、提出書類はＡ４（縦置、横書き）、片面印刷、ページ左側に２穴パンチ、次の様式及び添付資料毎にインデックスをページ右側に貼り、ページ番号を付して、一部ずつ綴り紐（ステープルは不可）とする。ただし、図表等の表現上、記載の方法を一部変更することは、可能とする。
　【提出書類】　①　企画提案書（様式３）
※　任意様式可。ただし、様式３の記載項目を網羅すること。
　　　　　　　　※　審査の公平を期すため、様式指定位置を除き、会社名・ロゴマークなど、企画提案者を特定できる表示はしないこと。
②　企画提案に係る参考資料（任意）
　【提出期限】　令和８年６月10日（水）午後５時まで（必着）
　【提出方法】　美術館へ持参又は郵送　
　　　　　※　持参する場合は、開館日の午前９時30分から午後５時までとする。
⑷　プレゼンテーションの実施及び審査・選定方法
書類審査及びプロポーザル審査会（質疑応答を含め１者３０分以内）による公募型プロポーザル方式とし、提出のあった企画提案の内容を審査し、最優秀提案１件を選定する。但し、審査会において全ての参加者の評価点が基準点に満たない場合には、最優秀提案を選定しない。
なお、プロポーザル審査会は非公開とする。
ア　プレゼンテーションの実施日時及び場所（予定）
・　日時　令和８年６月22日（月）（時間については別途通知）
・　場所　美術館セミナー室
イ　内容
・　企画提案書に基づき、審査会委員に対して、応募者が企画提案の内容を説明する。
・　説明時間は２０分以内とし、その後１０分程度の質疑応答の時間を設ける。
・　出席者は１応募者あたり２名までとする。
・　説明にパソコン、プロジェクター等を使用する場合、機材はすべて応募者が準備し、開始時間に遅滞のないようにすること。
・　説明終了後、市は応募者に補足的に提案内容の詳細を聴取することができる。
　　ウ　審査基準
　　　　プロポーザル審査会における審査基準は下記のとおり。
	審査項目
	審査のポイント

	これまでの類似実績
	・類似する事業の実績経験は十分か。

	利活用事業内容
	・美術館利用者等へのサービス向上につながるか。
・市民のサービス向上につながるか。

	行政財産貸付料見積額
	・行政財産貸付料の提案価格は適切か。

	営業日及び営業時間
	・美術館利用者等を考慮した営業日及び営業時間になっているか。

	人員の配置
	・事業運営に係る人員配置は適切か。
・災害や不測の事態等に柔軟に対応できるか。

	経営状況及び収支計画
	・経営に安定性や堅実性はあるか。
・初期投資費用等も考慮した収支計画になっているか。

	その他（市への貢献等）
	・「いわき市女性活躍推進企業」など、市からの認証実績等があるか。
・　地域振興につながる取組みがあるか。


⑸　その他
ア　本プロポーザルに係る企画提案は１応募者１案とする。
イ　提出された企画提案書その他添付書類の差替えは、市が必要とした場合
以外、原則として認めない。また、提出された企画提案書その他添付書
類は、いかなる理由によっても返還しないこととする。　　
なお、提出を受けた企画提案書等は、選定以外の目的には使用しない。
ウ　情報公開制度など、必要に応じ、企画提案の概要を公表する場合がある。
エ　プロポーザル審査会に欠席した場合は、本プロポーザルへの参加を辞退したものとみなす。
オ　「５ 事業提案の諸条件」を有しないことが判明した場合は、当該プロポーザル参加者を候補者の選定から除外し、契約は締結せず、又はその契約を解除する。
カ　企画提案書等に虚偽の記載があった場合は、当該プロポーザル参加者を
候補者の選定から除外し、契約は締結せず、又はその契約を解除する。
キ　審査結果に影響を及ぼす又はそのおそれのある不正な行為があった場合
は、当該プロポーザル参加者を候補者の選定から除外し、契約は締結せず、
又はその契約を解除する。
ク　企画提案に要する一切の経費は、参加者の負担とする。
ケ　選考結果については、全参加者に書面で通知する。
コ　最優秀提案者を規約候補者とするが、契約候補者と契約合意に至らない
場合は、次点の企画提案者と契約の締結について協議するものとする。
サ　企画提案書等の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞
退届（任意）を提出すること。

７　プロポーザルのスケジュール
1  募集開始：令和８年５月１日（金）
2  プロポーザルに係る質問受付期限：令和８年５月８日（金）午後５時まで
3  参加表明書等提出期限：令和８年５月15日（金）午後５時まで
4  企画提案書等提出期限：令和８年６月10日（水）午後５時まで
⑸　プロポーザル審査会（個別ヒアリング）：令和８年６月22日（月）（予定）
※　提案数が多い場合は日程が変更となる場合があります。
⑹　選定結果通知：令和８年６月24日（水）以降予定

８　運営条件
 ⑴ 使用上の制限
　　ア　運営事業者は、行政財産を使用するにあたり、市の承認を受けずにレイアウトの変更や改修工事等をすることはできない。
　　イ　運営事業者は、行政財産を第三者に使用させることはできない。
　　ウ　市又は第三者に損害を与えたときは、全て自己の責任においてその損害を賠償すること。
　⑵ 行政財産貸付契約の解除又は変更
　　ア　運営事業者が契約条件に違反したとき。
　　イ　運営事業者が応募者の資格を失ったとき。
　　ウ　「⑴使用上の制限」に違反したとき。
　　　なお、前各号による解除又は変更によって生じた損失の補償を市に請求することはできない。
　⑶ 使用期間満了時の条件等
　　　使用期間が満了したとき、又は、前記⑵の規定により行政財産貸付契約を解除されたときは、運営事業者は使用財産を原形に回復し、返還すること（ただし、市の承認を得たときは、この限りではない。）。
　　　また、この場合において、運営事業者は市に対して一切の補償を請求しないこととする。
　⑷ その他
　　ア　運営事業者の都合による経費は、運営事業者が負担すること。
　　イ　営業に伴って発生する廃棄物に関しては、運営事業者の責任で分別・保管のうえ、回収すること。
　　ウ　営業に伴うトラブル及び損害については、運営事業者の責任及び負担において解決すること。

９　添付資料
　　「いわき市立美術館食堂部分利活用事業公募型プロポーザル実施要領」に関する様式集（様式１～４）

10　問い合わせ及び提出先
〒970-8026　福島県いわき市平字堂根町4番地の4
いわき市　観光文化スポーツ部　美術館（いわき市立美術館）
電話　0246（25）1111　　FAX　0246（25）1115
電子メール　bijutsukan@city.iwaki.lg.jp 
6

